
 

地域防犯カメラ設置費補助金 

申請の手引き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年 4 月 

日高市総務部危機管理課 

 

 
 



- 1 - 

 

 

目 次 

Ⅰ 補助制度の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

Ⅱ 地域防犯カメラ設置の進め方・・・・・・・・・・・３ 

Ⅲ 地域防犯カメラの維持・管理・・・・・・・・・・・９ 

Ⅳ 申請書類・添付書類・・・・・・・・・・・・・・１２ 

Ⅴ 地域防犯カメラの設置及び運用基準・・・・・・・１３  

＜作成例＞  

・地域防犯カメラの設置及び運用規程 ・・・・・・１７ 

 ・地域防犯カメラの設置場所、撮影範囲の図面 ・・２０ 

 ・同意書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１ 

Ⅵ 日高市地域防犯カメラ設置費補助金交付要綱・・・２３ 

Ⅶ 埼玉県防犯指針（抜粋）   

防犯カメラの設置と利用に関する指針  ・・・・・３4 

 

 

 

 

 



- 2 - 

 

Ⅰ 補助制度の概要 

１ 制度の目的 

この補助制度は、日頃から地域が自主的に取り組まれている防犯活動について支援す

るため、防犯カメラの設置費の補助を通して、地域主体の防犯力向上を目指すことを目

的に実施するものです。 

 

２ 補助対象となる団体 

行政区または自治会 

 

３ 補助対象経費 

地域における犯罪の防止を目的として、道路等の公共空間における人等の動きを撮影

し、記録するために特定の場所に固定して設置する防犯カメラが対象となります。 

・防犯カメラの機器購入費及び当該カメラ設置工事にかかる経費 

（防犯カメラ本体、録画装置等、独立柱 ※公道上に独立柱は設置できません） 

・防犯カメラの設置を示す看板設置にかかる経費 

※補助対象外になるもの 

新規設置ではなく更新のもの、施設の管理・私有財産の保護を目的とするカメラの

設置費用、レンタル・リースの2年目以降の経費、各種許可申請等に係る費用、機器の

保守点検料、電気料等の維持管理費、常時監視が可能になるモニター・PC、予備の

SDカード等の購入費 

 

４ 補助率等 

当該年度の申請は１回、２０万円を限度とします。 

 

５ 設置・管理運用 

防犯カメラは、不審者の多発する場所など、防犯カメラの設置が効果的と考えられ 

る適切な場所に設置するとともに、設置区域内の見やすい場所に、防犯カメラが設置さ

れている旨をわかりやすく表示してください。 

また、設置にあたっては、周辺住民の理解を得るとともに、個人のプライバシーを侵 

害することがないよう、運用基準等を定め、適正に管理運用してください。 
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Ⅱ 防犯カメラ設置の進め方 

１ 防犯カメラ設置手続きの全体の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務部危機管理課へ防犯カメラ設置費補助金制度について相談してください。 

必要に応じて、飯能警察署地域安全課へ設置場所の相談をしてください。 

防犯カメラを電柱（東京電力・NTT・その他）に設置（共架・添架）しますか？ 

東京電力・NTT・その他電柱の所有者と相談してください。 

(申請時には共架許可書・添架承諾書・契約書等が必要です。) 

はい 

いいえ 

防犯カメラの設置場所はどこですか？ 

 

道路 公有地 民有地 

土地管理者と協議してく

ださい ※申請時には使

用許可書が必要です。 

道路管理者と協議してくだ

さい ※申請時には道路占

用許可書が必要です。 

土地所有者と協議してく

ださい ※申請時には承

諾書が必要です。 

   

区長要望書（総務課）の提出  ＜〇月～５月末まで＞ 

 

＜注意＞ 

随時、交付申請を行うことも可能ですが、原則として前年度に区長要望を提出した案件が優先 

となります。 

＜お願い＞ 

申請予定数を把握し次年度の予算要求に対応するため、区長要望書の提出をお願いします。 
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２ 防犯カメラ設置計画の作成と地域の合意形成 

地域防犯カメラの設置に際しては、その目的、設置場所、設置・維持管理に要する費

用、地域の同意や許可手続き等を理解した上で準備を進めていただく必要があります。

以下の流れを参考として準備を進めてください。 

 

（１）設置計画の作成 

設置する目的等を整理し、何を防ぐためにどこに設置し何を撮影するのか、どの 

ように維持管理していくかを考えておく必要があります。以下の点を参考に、あ 

らかじめ整理しておきましょう。 

ア 設置目的 

地域で発生しているどのような犯罪を防ぎたいのかを考えます。 

自治会の総会・役員会・委員会等で防犯カメラの設置について合意を得てください。 

防犯カメラの設置場所や撮影範囲となる近隣住民の同意を得てください。 

日高市地域防犯カメラ設置費補助金交付申請書の提出＜翌年度 4 月～８月末まで＞ 

 

地域防犯カメラ設置費補助金交付決定             ＜9 月下旬＞ 

 

交付決定後、防犯カメラ設置工事着工 ⇒ 工事完了 ⇒ 動作確認 

※ 設置場所が道路及び公有地は、別途工事着手届及び工事完了届が必要です。 

 

実績報告書の提出【設置工事完了から 30 日以内】  ＜翌年１月末まで＞ 

 

補助金交付確定 ⇒ 請求書の提出 ⇒ 補助金交付 ＜翌年３月末まで＞ 
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  イ 設置場所・撮影範囲 

     ・設置場所は、主に公共空地（道路、公園、その他不特定多数の者が利用する 

場所）であること。 

・撮影範囲は、画像面積の概ね３分の2以上が公共空地であること。 

※ 飯能警察署生活安全課で、防犯カメラ設置の相談を受け付けています。地域の 

犯罪発生状況など、防犯上効果的な設置について助言をもらうことができます。 

対面相談を希望する場合は、事前の日程調整が必要です。 

【連絡先：飯能警察署  042-972-0110】窓口：生活安全課生活安全総務係 

 

（２）管理・運用体制、管理・運用方法 

ア 運用体制の構築と運用規定の作成 

プライバシーの保護や個人情報の正しい取扱いのため、埼玉県が定める「防犯 

カメラの設置と利用に関する指針」を参考に、組織・人員体制を整え、運用の 

基本となる運用規程を作成しましょう。 

     

  イ 防犯カメラを設置していることの表示 

    防犯カメラの設置付近に看板やステッカー等で表示してください。 

防犯カメラの犯罪抑止効果を高めるためには、防犯カメラが存在していること 

を明示するのが有効です。 

 

【表示例】 

 

 

 

 

 

 

 

（３）設置費用・維持管理費用の計画 

設置等に係る初期費用だけでなく中長期的な維持管理費まで、設置団体として資金

計画を立てておいてください。 

なお、業者によりカメラ本体の価格や設置工事費等、その後の維持管理費等は異 

なります。複数の業者から見積もりを取ることで、必要経費を抑えられる場合もあ 

ります。 

 

（４）地域の合意形成 

防犯カメラは、防犯のために設置を望む声がある一方で、プライバシーに対す 

防犯カメラ作動中 

SECURITY CAMARA IN OPERATION 

〇〇区 

 

 

 

防
犯
カ
メ
ラ
作
動
中 

〇
〇
区 
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る考え方の違いや設置費、維持管理費の負担から、難色を示される場合もあります 

ので、後のトラブルを防ぐため、事前に地域の方々へ説明し、合意を得ることが必 

要です。 

補助金の交付申請時に、防犯カメラの設置が自治会等で承認されたことを証する 

書類が必要となりますので、早めに説明し、合意を得ておきましょう。 

 

（５）設置に必要な手続き（各種許可、同意等） 

  ア 設置の同意、撮影の同意を得る 

   防犯カメラ設置場所の所有者、撮影範囲に含まれる住民に対して説明をして同意

を得ましょう。 

  【ポイント】 

映像の一部を映らないようにできるマスキング機能付き防犯カメラを使うことで 

同意を得られる場合もあります。 

 

  イ 設置の許可等 

     設置する場所に応じて、使用許可を得る必要があります。 

     主な許可申請手続きは、次ページ以降に記載しています。 

※ 申請から許可までに時間を要するほか、設置に関しての制限等があるため、お早

目の相談をお勧めします。 

【ポイント】 

設置場所の所有者の確認を怠るとその後の申請手続きに不要な時間を要すること 

になります。設置場所については所有者をきちんと調べ、同意書を取りましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 7 - 

 

  〇主な許可申請手続き 

区分 許可条件等 許可申請等 備考 

民有地 ・土地建物等の所有者

へ条件等の確認と承諾

が必要です。 

■土地賃貸借契約書、

同意書 

＜所有者、管理者等＞ 

土地や建物の管

理者から、同意

書・使用許可書

等を得てくださ

い。 

公共施設の

敷地内 

・他に設置場所がな

く、やむを得ない場合

で、一定の基準に適合

し、管理上支障がない

場合に限られるため、

事前に管理者に確認が

必要です。 

■使用許可等 

＜所有者、管理者等＞ 

道路上 ・他に設置場所がな

く、やむを得ない場合

で、一定の基準に適合

し、管理上支障がない

場合に限られるため、

事前に管理者に確認が

必要です。 

 

・その他設置場所や方

法等について、事前に

道路管理者に確認をし

てください。 

 

・道路占用許可以外に

も様々な手続きが必要

となります。 

■道路占用許可申請 

 

【市道】 

日高市役所 

建設課管理担当 

（市役所３階） 

042-989-2111 

 

【国道・県道】 

飯能市双柳75 

飯能県土整備事務所 

管理担当 

042-973-2281 

 

※ 電柱、支柱等を使用する場合は、電柱等の管理者の許可等が必要となりますの 

で、管理者（東京電力パワーグリット、ＮＴＴ等）へ相談してください。 

※ 原則、占用料や使用料、賃貸料等が発生します。 

※ 公有地（道路含む）の場合、申請書に許可書の写しを必ず添付してください。 

民有地（企業含む）の場合、契約書の写し又は同意書の写しを必ず添付してくだ 

さい。 

※ 移設や撤去が必要となった場合は、設置団体の負担で対応してください。 

※ 許可されるとは限りませんので、ご留意願います。 
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◎ 東京電力パワーグリッドの電柱へ共架する場合、許可が必要となりますので、電柱

共架事業を担当する東電タウンプランニング株式会社へ事前に相談してください。 

 

東電タウンプランニング(株) 共架オペレーションセンター 

 連絡先：０４８－６３７－３９７０ 

 受付時間：平日のみ 9時～１７時 

＊ 共架料のほか、可否判定費用等が必要となります。 

＊ 他に設置する場所がない場合に限ります。 

 

◎ NTT柱へ添架する場合、許可が必要となりますので、事前にＮＴＴ東日本へ相談し 

てください。 

 

(株)エヌ・ティ・ティ エムイー 設備マネジメント部 

オンサイトオペレーションセンター 設備カスタマ部門 添架担当 

連絡先：042－312－9009 

＊ 電柱添架料等が必要となります。 

＊ 他に設置する場所がない場合に限ります。 

 

 

東電柱とNTT柱の見分け方 ※プレートが２枚の場合下方が所有者です。 

 

（下が東京電力のプレート） 

 

（下がNTTのプレート：） 

   ⚠注意⚠ 危険ですので電柱には登らないでください。 

 

◎ 設置場所等ついて、飯能警察署と情報の共有を行います。 

   補助金交付の対象となった防犯カメラについては、設置場所や撮影範囲につい

て、市が飯能警察署に情報提供します。 
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Ⅲ 地域防犯カメラの維持・管理 

１ 防犯カメラの仕様について 

（１）画素数・解像度 

カメラの画素数が多いほど解像度が高く、画質が向上します。 

補助要件は、公益社団法人日本防犯設備協会の認定を受けたもの又は２００万画素 

以上のものを対象とします。２００万画素以上の画素数を持った防犯カメラは、高解

像度のため、人物や人相の特定が容易になります。 

（２）照度 

防犯カメラで撮影するには、一定の明るさが必要です。 

夜間に屋外で撮影するには、暗闇でも撮影できるように赤外線を照射する機能が付 

いたカメラで撮影、又は一定の明るさが確保できる場所に設置する等工夫が必要で 

す。 

（３）画角 

画像で映し出される範囲を角度で表したものです。 

人物を撮影したときに、防犯カメラの撮影範囲にどれぐらいの大きさで人物が撮 

影できるかを示す状態をいいます。撮影目的に合わせて的確な画角を選定すること 

が必要です。 

画角調整機能を有するカメラを選定することで撮影範囲が容易に設定できます。 

私的空間が映り込まないように画角を設定しましょう。写り込んでしまう場合、マ 

スキング機能を有する防犯カメラであれば、画像の一部を塗りつぶすことができま 

 

すので、防犯カメラの仕様を確認しましょう。 

（４）耐久性 

防犯カメラを屋外に設置する場合は、防塵・防水機能のついているものを選びま 

しょう。 

（５）画像データの保存 

ア ＳＤカード 

・録画容量は、ハードディスクに比べて小さい。 

・熱や振動に比較的強い。 

（収納盤内温度は約50℃以下での利用が望ましい。） 

イ ハードディスク 

・録画容量が大きい。 

・熱と振動に弱いため、屋外設置の場合は放熱機能が必要。 

（収納盤内の温度は40℃以下での利用が望ましい。） 

・ハードディスクから別媒体へのコピーに時間がかかることがある。 
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ウ 保存期間 

画像データの保存期間は、設置者等に決めていただくことになりますが、長期 

間の保存はより多くのデータを持つことになり、外部への漏えい等の恐れが増え 

るため、設置の目的を達成する範囲で必要最小限（７日程度）の期間とします。 

画像サイズ、画質、フレームレート等によって録画可能な日数が変わりますの 

で、詳細は販売業者に確認してください（高画質、高フレームレートの方が録画 

時間は短くなります。捜査資料としての価値は高いが、ＳＤカード等の容量も必 

要になるので高コストになります）。 

エ フレームレート 

１秒間に録画できるコマ数のことです。 

コマ数が多いほど容量が多くなるため、録画時間が減ることになりますので、 

録画設定をする際に注意が必要です。 

＜参考＞ 

・ 歩行者を中心に録画 ・・・・・・・・・・ ４コマ／秒 

・ 走行中の自転車を録画 ・・・・・・・・・・ ４～８コマ／秒 

・ 走行する車両の色や車種を録画 ・・・・・・ ８～15コマ／秒 

 

２ 防犯カメラの維持管理について 

防犯カメラを運用していくためには維持管理費として、電気料金や消耗品費、保守点

検料などが必要です。設置場所の状況やカメラの種類等によって、費用は大きく変わり

ますが、他市の事例や各種調査からおおよその目安として下表を作成しましたので、参

考にしてください。 

なお、下表はあくまで目安なので、その範囲で収まらない場合もあります。実際の金

額は、設置者がそれぞれの管理者、業者等に確認してください。また、複数の業者から

見積もりを取ることで、維持管理に必要な費用が抑えられる場合もあります。 

（１） 防犯カメラの維持管理・運用費用の目安 

区  分 １基あたりの年間費用（円） 

電気料金（300円～５００円×12月） 3,600 ～ 6,000 

電柱への設置料（電柱共架料、添架料） 1,200 ～ 1,300 

SDカード交換料（SDカード代除く） 10,000 ～ 25,000 

SDカード代（128GB、年１回交換が目安） 10,000 ～ 20,000 

業者による保守点検費用（年１回） 10,000 ～ ３0,000 

年間必要経費 合計 35,000 ～ 80,000 

※ 上記以外にも、行政財産や民有地に設置している場合は、それぞれの法令、契約

等に基づいて、別途費用が発生しますので、ご注意ください。 

※ 上記の費用は補助の対象とはなりません。 
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（２） 防犯カメラの維持管理・運用費用に必要な量力、義務及び責任等 

ア 保守点検 

防犯カメラは、屋外における長期間の使用による部品の劣化などにより、運用 

に支障をきたす可能性があります。 

機種の選定を行う際に、部品の寿命や交換等にかかる費用、品質保証期間、故 

の場合の対応、点検の頻度や点検にかかる費用などの確認をしておくことが大切 

です。また、修繕に係る経費をあらかじめ見込んだ計画が必要です。 

イ 保守点検定期点検 

防犯カメラを設置したら、定期的に「作動しているか」「破損はないか」などの 

点検を行ってください。防犯カメラの留め具などが破損していると、落下する恐れ

があり危険です。 

※ カメラの落下等で事故が発生した場合は自治会等設置者の責任となります。 

※ 夜間の赤外線撮影時には、クモの巣等があると、反射して映像が見えにくくなり

ますので、こまめにレンズの清掃が大切です。 

ウ 管理責任者の指定 

防犯カメラを設置及び運用するにあたっては、プライバシー問題の対策として適 

切な管理を図るため、指定した管理責任者及び操作取扱者による維持管理・運用を 

してください。 

エ 画像データの保存・取扱い 

画像データが外部にもれることのないよう防犯カメラの運用規程を定め、適切な 

管理を行ってください。 

警察署からの画像データの情報提供依頼があった場合は、基本的には設置者が画

像データを防犯カメラから抽出して、そのデータを保存したＳＤカード等の記録媒

体で警察署へ提供することになります。詳しくは要請のあった警察署へご相談くだ

さい。 

オ 継続使用 

防犯カメラの設置補助金にて設置した防犯カメラは、設置後５年間は継続して維 

持管理・運用してください。この期間経過前に廃止する場合は、設置時に交付した 

補助金の返還を求める場合がありますので、設置にあたっては、維持管理費も含め 

て十分検討をしてください。 

また、年に１回は防犯カメラ運用報告書を提出してください。 

カ 移設及び撤去 

防犯カメラを設置した電柱が移設・撤去される場合は、防犯カメラを設置した団 

体自らの負担により再設置・撤去する必要があります。 
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Ⅳ 申請書類・添付書類 

１ 補助金の申請書類・添付書類 

地域防犯カメラ設置費補助金交付申請をする場合は、下記の書類を総務部危機管理 

課に提出してください。（受付締切日は８月31日です） 

 

【申請書類一覧】 

番

号 
書類名 様式 説明 

1 
日高市地域防犯カメラ設置費等補

助金交付申請書 

様式第１号  

 

2 自治会等の規約 
書類の写し  

3 

防犯カメラの設置が地域で合意済

みであることが分かる書類 

書類の写し 設置する地域の自治会等の総

会、役員会、委員会等で防犯

カメラの設置が承認された旨

が載っている議事録の写しを

添付 

4 
防犯カメラの設置及び運用に関す

る規程 

任意様式 

（P〇参照） 

防犯カメラの責任者と取り扱

う人を指定してください。 

5 

防犯カメラの設置計画書 任意様式 設置年度；資金計画、工期等

次年度以降：運用経費、点検

など 

6 
防犯カメラの設置場所、撮影範囲

の図面及び現況写真 

任意様式 

（P〇参照） 

設置場所と撮影範囲が明記さ

れているもの 

7 
防犯カメラの仕様書等 書類の写し （例）仕様書、カタログの写

し等 

8 
補助対象経費に係る見積書の写し 

 

書類の写し 見積書の宛名は自治会等とし

てください。 

9 
防犯カメラ設置場所の周辺に居住

者の承諾書 

任意様式 

（P〇参照） 

防犯カメラの撮影範囲に含ま

れる居住者の同意 

10 

防犯カメラ設置場所の所有者の承

諾書又は管理者が交付する各種許

可書等 

書類の写し 電柱共架（添架）の許可に関

する書類、道路占用許可、行

政財産使用許可など 
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Ⅴ 地域防犯カメラの設置及び運用基準 

１ 策定の目的 

この基準は、「日高市防犯のまちづくり推進条例」に基づき、市が地域の自主的な 

防犯活動を支援し、犯罪のない安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するため、 

地域防犯カメラの設置及び運用に係る基準を策定するものです。 

 

２ 地域防犯カメラの定義 

基準の対象となる地域防犯カメラは、次の３つの要件をすべて満たすカメラとしま 

す。 

（１）犯罪の防止を目的として設置するもの 

（２）不特定かつ多数の人を撮影するカメラで、特定の場所に継続して設置するもの 

（３）特定の個人を判別できる画像を表示する、又はその画像を記録する機能を有する 

もの 

 

３ 設置目的の明確化及び目的外利用の禁止 

地域防犯カメラを設置する者（以下「設置者」という。）は、犯罪の抑止、犯罪発 

生時の警察等への情報提供等設置目的を明確に定め、目的を逸脱した設置及び運用を 

行ってはならないものとします。 

 

４ 撮影範囲、設置場所等 

設置者は、地域防犯カメラを設置するにあたり、設置による防犯効果が最大限に発

揮され、かつ、プライバシーに配慮した最小限の撮影範囲を設定し、防犯カメラの設

置場所、設置台数、撮影方向及び撮影方法を定めるとともに、カメラの角度を調整す

る等私的空間が映り込まないようにし、私的空間が映り込む場合はその所有者・居住

者等の同意を得るものとします。また、公道等に設置する場合は、必要に応じて、防

犯カメラを設置しようとする公共空間の管理者の許可を得るものとします。 

なお、設置場所については、次のとおりとします。 

（１）通学路 

（２）過去に犯罪・不審者情報等が寄せられた場所 

（３）公共の空間で不特定多数の者が通る場所（ゴミ集積所、不法投棄個所等特定の施 

設・土地の監視等を目的としたものを除く。） 

（４）犯罪発生の恐れがある場所 
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（５）その他地域が必要と認める場所 

 

５ 設置の表示 

設置者は、地域防犯カメラを設置した場所に、防犯カメラを設置していること及び

設置者の名称・連絡先を表示するものとします。 

 

６ 運用責任者等の選定 

設置者は、防犯カメラや画像データの適正な管理、情報の漏えい防止等に配慮する

ため、運用責任者を指定することとします。 

運用責任者は、防犯カメラの操作を行わせるため、必要に応じて操作取扱者を指定

することができます。 

防犯カメラの操作や画像データの閲覧は、原則として設置者、運用責任者又は操作

取扱者（以下「設置者等」という。）のみが行うものとします。 

 

７ 秘密の保持 

設置者等は、防犯カメラの画像データ及び画像データから知り得た情報を漏えいし

たり、不当な目的のために使用したりしてはなりません。このことは、設置者等でな

くなった後においても同様とします。 

防犯カメラ及び画像データの管理、業務の運営に関する事務の全部又は一部を委託

した事業者に対しても、画像データから知り得た情報の漏えいや不当な使用はしない

旨を契約事項に組み入れる等、必要な措置を取るものとします。 

 

８ 画像データ等の適正管理 

設置者等は、画像データ及びＤＶＤやＳＤカード等の記録媒体の適正な管理を図る

ため、次の事項に留意し、必要な措置を講じることとします。 

（１）モニターや録画装置、記録媒体がある場所は、許可した者以外の立ち入り禁止や

施錠設備を施す等、盗難及び散逸等による情報漏えい防止措置を講じます。 

（２）画像データの不必要な複写や加工及び転送、記録媒体の外部への持ち出しは禁止

します。また、記録媒体は、施錠できる保管庫等に厳重に保管するとともに、記録

媒体の管理台帳等を備え付けて適正に管理します。 

（３）画像データの保存期間は、おおむね３０日としますが、設置者等が事件・事故の

捜査の協力のために特に必要と判断するときは、理由を明確にして保存期間を延長

することができます。 
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（４）保存期間を経過した画像データは、速やかに初期化又は上書きする等、確実に消

去します。 

（５）記録媒体を処分するときは、物理的な粉砕又は復元のできない完全な消去等を行

い画像データが読み取れないようにします。その際、処分の日時、方法、処分者等

を確実に記録します。 

（６）防犯カメラの構成機器をインターネットに接続し、又は無線を利用して運用する 

場合は、コンピューターウイルス対策や不正アクセス対策等、情報漏えい防止に十 

分配慮します。 

 

９ 画像データの閲覧・提供の制限 

（１）画像データについては、次の場合を除き、設置目的以外の利用や第三者への閲 

覧・提供を禁止します。 

ア 法令に基づく場合 

裁判官が発する令状、捜査機関からの照会（刑事訴訟法第１９７条第２項）及び 

弁護士からの照会（弁護士法第２３条の２第２項）に基づく場合 

イ 個人の生命、身体及び財産の安全確保その他公共の利益のため、緊急、かつ、や 

むを得ない場合（例えば、行方不明者の安否確認、災害発生時に被害状況が撮影 

された画像データを提供する場合等） 

ウ 捜査機関等から事件・事故の捜査等のために画像データの閲覧要請を受け、これ 

に協力する場合（閲覧後に画像データを提供する場合は、上記アに基づく文書に 

よることとする。） 

エ 画像データから識別される本人の同意がある場合又は本人に提供する場合（閲 

覧・提供にあたっては、本人以外の者の画像を消去する等、第三者の権利やプラ 

イバシーを侵害することがないよう、細心の注意を払うこととする。） 

（２）画像データの閲覧・提供にあたっては、相手先に身分証明書の提示を求めるなど 

身分の確認を確実に行うとともに、閲覧・提供を行った日時、相手先、目的・理 

由、画像内容等を記録し、提出を受けた文書等とともに保存することとします。 

 

10 苦情等への対応 

設置者及び運用責任者は、防犯カメラの設置・運用に関する苦情や問い合わせに対

して、責任を持って誠実かつ迅速に対応し、適正な措置を講じるものとします。ま

た、あらかじめ苦情・問い合わせ担当者を指定しておく等、対応要領を定めておくこ

ととします。 

 

11 業務の委託 
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設置者は、防犯カメラの設置・運用を含めた施設管理業務や警備業務等を委託する

場合は、設置者が策定した「地域防犯カメラの設置及び運用規程」の遵守事項を委託

契約の条件にする等適正な運用を徹底するものとします。 

 

12 保守点検と撤去、譲渡 

（１）保守点検 

設置者は、防犯カメラが適正に作動するよう、定期的に保守点検を行うとともに、

必要に応じて機器の更新を行うこととします。併せて設置場所や撮影範囲が適正であ

るか等の見直しを行うこととします。 

（２）撤去 

設置者は、防犯カメラの運用を廃止する場合は、地域住民等の合意形成を行なった

うえで、責任を持ってカメラや録画装置等の機器及び設置表示を撤去することとしま

す。 

（３）譲渡 

設置者は、防犯カメラを譲渡する場合は、撤去の時と同様、地域住民の合意形成を

行ない、記録媒体を抜き取り又は残っている画像データを完全に消去し、責任を持っ

てカメラや録画装置等の機器を譲渡することとします。 

【注】保守点検や撤去、譲渡については、事前に土地（道路）や建物の管理者に届 

出が必要な場合があります。必ず事前に管理者と相談してください。 

 

13 留意点 

防犯カメラについては、購入費・設置費だけでなく、プライバシーへの配慮や運用

を継続するための維持・管理にも相当な負担とコストがかかります。従って、地域防

犯カメラを設置する場合は、事前に地域の住民等に対する説明会を開催する等、設置

に向けた合意形成は慎重かつ丁寧に行うことが大切です。 

この基準や埼玉県防犯カメラの設置と利用に関する指針等を参考に、地域と調和の

とれた安全・安心のための地域防犯カメラの設置・管理に努めてください。 
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＜作成例＞ 

 

○○区地域防犯カメラの設置及び運用規程 

 

１ 趣旨 

この規程は、個人のプライバシーの保護に配慮しつつ、次項に定める設置目的を達成

するため、○○区が設置する防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めること

により、その適正な設置・運用を図るものとする。 

 

２ 設置目的 

防犯カメラは、○○区における犯罪を防止し、地域住民の防犯意識を高め、もって安

全に安心して暮らせる地域づくりに資するために設置する。 

 

３ 設置の場所等 

（１）設置の場所及び設置台数 

日高市大字〇〇□□番地内 地域防犯カメラ 〇台 

（２）設置の表示 

 

防犯カメラを設置する場所に「防犯カメラ作動中」と記載した表示板を掲示する。 

表示板には行政区名、連絡先を記載することとする。 

 

４ 設置者及び運用責任者等 

（１）設置者 〇〇区 区長〇〇 〇〇 （団体名、代表者氏名を記載） 

（２）運用責任者 〇〇区 〇〇 ○○ （運用責任者氏名を記載） 

（３）操作取扱者 〇〇区 〇〇 〇〇 （操作取扱者氏名を記載） 

 

 

 

 

５ 設置者等の責務 

（１）設置者、運用責任者及び操作取扱者（以下「設置者等」という。）は、この規程

の定めるところにより、防犯カメラ等の適正な管理運用を図り、その設置目的を効

果的に達成するよう努めるとともに、個人のプライバシーの保護を図らなければな

らない。 

（２）設置者等は、画像データ及び画像データから知り得た情報を第三者に漏らしては

ならない。設置者等でなくなった後においても同様とする。 

配置図には、カメラの位置、撮影の方向の分かる図を添付してください。 

表示板(ステッカー)は、交付申請時に併せて申請することで補助対象となります。 

設置以後に追加・張替等で必要となった場合は、補助対象外となります。 

配置図には、カメラの位置、撮影の方向の分かる図を添付してください。 

・設置者は、防犯カメラ及びこれにより撮影して記録した画像データ等の適切な運用

管理を図るため、運用責任者及び操作取扱者を置きます。 

・操作取扱者は複数人指定することは可能ですが、必要最小限に止めてください。 
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６ 画像データ等の管理 

（１）記録媒体及び複製データの管理 

  記録媒体及び複製データは管理台帳により管理する。 

（２）保存期間 

画像データの保存期間は概ね３０日間とする。 

（３）画像データの不必要な複製及び加工等の禁止 

画像データの不必要な複製や加工及びインターネットへの掲載、メールでの転送、

外部への持ち出しを禁止する。 

（４）記録媒体の保管場所 

やむを得ず画像データを複製した場合、記録媒体の保管（場所）は保管庫（施錠が

必要）とし、運用責任者が施錠を行うなど、盗難及び散逸の防止に努めて適正に管理

する。 

（５）立ち入り制限等 

記録媒体の保管場所以外の場所への持ち出しは、運用責任者が許可した場合を除き

禁止する。 

保管場所には、設置者等が許可した者以外は立ち入ることができないこととする。 

（６）画像データの消去等 

保存期間を経過した画像データは、上書き等により速やかに、かつ、確実に消去す

ることとする。 

記録媒体を処分するときは、設置者及び運用責任者、操作取扱者で、記録媒体から

画像データが完全に消去されたことを確認の上処分し、その日時、処分方法等を管理

台帳に記録する。 

 

７ 画像データの閲覧・提供の制限 

（１）画像データについては、次の場合を除き、設置目的以外の利用や第三者への閲覧 

・提供を禁止する。 

ア 法令に基づく場合 

裁判官が発する令状、捜査機関からの照会（刑事訴訟法第１９７条第２項）、弁護 

士からの照会（弁護士法第２３条の２第２項）に基づく場合 

イ 個人の生命、身体及び財産の安全確保その他公共の利益のため、緊急、かつ、やむ 

を得ない場合 

ウ 捜査機関等から事件・事故の捜査等のために画像データの閲覧要請を受け、これ 

に協力する場合（閲覧後に画像データを提供する場合は、上記アに基づく文書に 

よることとする。） 

エ 画像データから識別される本人の同意がある場合又は本人に提供する場合（閲 

覧・提供にあたっては、本人以外の者の画像を消去する等、第三者の権利やプラ 
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イバシーを侵害することがないよう、細心の注意を払うこととする。） 

 

（２）画像データの閲覧・提供を行う場合は、相手先に身分証明書の提示を求めるなど 

身分の確認を確実に行うとともに、不審な点がある場合は相手先機関・組織等への 

問い合わせを別途行うよう努める。 

また、閲覧・提供を行った場合は、日時、相手先、目的・理由、画像内容等を記 

録し、提供を受けた文書等とともに６－(3)に基づく保管庫等へ保存する。 

 

８ 苦情等への対応 

設置者及び運用管理者は、防犯カメラの設置、運用及び管理に関する苦情や問い合わ

せを受けたときは、誠実かつ迅速に対応する。 

 

９ 保守点検と撤去 

（１）保守点検 

設置者は、防犯カメラが適正に作動するよう、年１回以上専門業者による保守点検 

を行うともに、ＳＤカードなどメモリーカードについては安定した録画を確保する 

ため概ね３年以内での交換に努める。 

（２）設置場所・画角の見直し 

防犯カメラの設置場所・画角については、記録された画像データを設置者等で検証

し、必要に応じ見直しを行う。 

（３）撤去 

設置者は、防犯カメラの運用を廃止する場合は、撤去を行う前に日高市に撤去理由

の報告を行い、責任をもって速やかに機器等の撤去を行う。 

 

附則 

この規程は、令和○年○○月○日から施行する。 
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＜作成例＞ 

防犯カメラの設置場所、撮影範囲の図面 
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Ｐ
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住
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畑

畑
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Ｐ
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＜作成例＞ 

 

地域防犯カメラの設置場所に関する同意書 

 

令和○年○月○○日 

 

（設置場所の所有者等） 

○○ ○○ 様 

（設置者） 

住所 日高市大字□□□○○番地○ 

団体名 ○○区 

代表者 区長 日高 太郎 

 

地域の防犯活動に活用するため、防犯カメラを設置することを計画しています。 

つきましては、下記のとおり貴殿の所有している土地（建物）への防犯カメラの設置

及び運用に関しまして御同意をくださるようお願い申し上げます。 

なお、このことにより生じた問題につきましては、設置団体にて誠実かつ迅速に対応

し処理を行います。 

記 

１ 設置場所 日高市大字□□○○番地○ 

２ 設置台数 ○台 

３ 設置期間 令和○年○月頃から設置 

 

 

同 意 書 

 

上記のことについて同意します。 

令和○年○月○○日 

 

 

 

 

（設置場所の所有者等） 

住 所 日高市大字□□○○番地〇〇 

氏 名 ○ ○ ○ ○ ㊞ 

 
自署でない場合は、記名と押印が必要です。 
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＜作成例＞ 

 

地域防犯カメラの撮影範囲に含まれることの同意書 

 

令和○年○月○○日 

 

○○ ○○ 様 

 

（設置者） 

住所 日高市大字□□□○○番地○ 

団体名 ○○区 

代表者 区長 日高 太郎 

 

地域の防犯活動に活用するため、防犯カメラを設置することを計画しています。 

つきましては、下記のとおり防犯カメラの設置に伴い、貴殿の居住している土地・建

物の一部が防犯カメラの撮影範囲に含まれることから、個人のプライバシーの保護に配

慮し、画像データの適正な管理を行いますので、同意くださるようお願い申し上げま

す。 

なお、貴殿が土地・建物の所有者でない場合は、土地・建物の所有者様にご説明して

いただきますよう、合わせてお願い申し上げます。 

記 

１ 設置場所 日高市大字□□○○番地○ 

２ 設置台数 ○台 

３ 設置期間 令和○年○月頃から設置 

 

 

同 意 書 

 

上記のとおり同意します。 

令和○年○月○○日 

 

 

（撮影範囲に含まれる者等） 

住 所 日高市大字□□○○番地〇〇 

氏 名 ○ ○ ○ ○ ㊞ 

 
自署でない場合は、記名と押印が必要です。 
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埼玉県防犯指針（抜粋） 
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＜お問い合わせ＞ 

日高市総務部危機管理課 交通安全・防犯担当 

☎：０４２－９８９－２１１１（内線３３４５、３３４６） 

Mail：kikikanri@city.hidaka.lg.jp 


